
徳
島
県
告
示
第
四
百
六
十
二
号

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
三
年
度
徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合

技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
農
業
大
学
校
入
学
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

試
験
の
日
時

１

本
科一

般
入
学
試
験
（
規
則
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
入
学
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（一）

一
次
募
集

（１）
イ

筆
記
試
験

令
和
三
年
一
月
十
三
日
（
水
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら

ロ

口
述
試
験

令
和
三
年
一
月
十
三
日
（
水
曜
日
）
午
後
一
時
か
ら

二
次
募
集

（２）
イ

筆
記
試
験

令
和
三
年
三
月
十
二
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら

ロ

口
述
試
験

令
和
三
年
三
月
十
二
日
（
金
曜
日
）
午
後
一
時
か
ら

推
薦
入
学
試
験
（
規
則
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
す
る
学
校
の
長
か
ら
推

（二）
薦
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
実
施
す
る
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

論
文
試
験

令
和
二
年
十
月
十
四
日
（
水
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら

（１）

口
述
試
験

令
和
二
年
十
月
十
四
日
（
水
曜
日
）
午
前
十
時
十
分
か
ら

（２）

２

研
究
科

知
事
が
、
別
に
指
定
す
る
。

二

試
験
の
場
所

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
一
六
六
〇

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
農
業
大
学

校
三

入
学
願
書
等
の
提
出
期
間

１

本
科一

般
入
学
試
験

（一）

一
次
募
集

（１）

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
令
和
三
年
一
月
六
日
（
水
曜
日
）
ま
で

二
次
募
集

（２）

令
和
三
年
二
月
十
九
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
三
月
五
日
（
金
曜
日
）
ま
で

推
薦
入
学
試
験

（二）

令
和
二
年
九
月
十
七
日
（
木
曜
日
）
か
ら
同
年
十
月
七
日
（
水
曜
日
）
ま
で

２

研
究
科

令
和
三
年
二
月
五
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
十
八
日
（
木
曜
日
）
ま
で

四

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
農
業
大
学
校
学
生
募
集
案
内
（
以
下
「
募
集
案
内
」

と
い
う
。
）
及
び
入
学
願
書
等
の
用
紙
の
請
求
先
並
び
に
入
学
願
書
等
の
提
出
先

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
一
六
六
〇

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
農
業
大
学

校

学
生
支
援
担
当

五

入
学
試
験
手
数
料



二
千
二
百
円
（
そ
の
額
に
相
当
す
る
額
の
徳
島
県
収
入
証
紙
を
入
学
願
書
に
貼
付
す
る
こ
と
。
）

六

そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
募
集
案
内
を
参
照
す
る
ほ
か
、
徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支

援
セ
ン
タ
ー
農
業
大
学
校
（
電
話
○
八
八－

六
七
四－

一
○
二
六
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。


